
政
令
第

号

公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
体
制
の
整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の

施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
体
制
の
整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
七
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公

庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
の
六
」
を
「
第
十
七
条
の
五
」
に
、
「
第
十
七
条
の
七
」
を
「
第
十
七
条
の
六
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
十
七
条
の
二
を
削
る
。

第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条

の
二
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
中
「
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
三
と



す
る
。

第
十
七
条
の
五
を
第
十
七
条
の
四
と
し
、
第
十
七
条
の
六
を
第
十
七
条
の
五
と
す
る
。

第
二
章
中
第
十
七
条
の
七
を
第
十
七
条
の
六
と
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
三
項
並
び
に
」
及
び
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条

」
に
改
め
、
「
（
住
宅
積
立
郵
便
貯
金
の
預
金
者
又
は
住
宅
を
必
要
と
す
る
住
宅
宅
地
債
券
引
受
者
に
対
す
る
貸
付
金
に
あ

つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
金
額
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
住
宅
積
立
郵
便
貯
金
の
預
金
者

又
は
住
宅
を
必
要
と
す
る
住
宅
宅
地
債
券
引
受
者
に
対
す
る
貸
付
金
に
あ
つ
て
は
、
第
十
二
条
第
三
項
又
は
第
十
三
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
金
額
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
住
宅
積
立
郵
便
貯
金
の
預
金
者
又
は
住
宅
を
必
要
と

す
る
住
宅
宅
地
債
券
引
受
者
に
対
す
る
貸
付
金
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
金
額
）
」
を
削
る
。

附
則
第
五
項
中
「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
」
に
改
め
、
「
（
住
宅
積
立
郵
便
貯
金
の
預
金
者
又
は
住
宅
の
改
良
を
行
う

住
宅
宅
地
債
券
引
受
者
に
対
す
る
貸
付
金
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
金
額
）
」
を
削
る
。

附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
り
、
附
則
第
九
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
第
十
項
を
附
則
第
八
項
と
す
る
。

（
住
宅
宅
地
債
券
令
の
一
部
改
正
）



第
二
条

住
宅
宅
地
債
券
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
割
引
」
を
「
募
集
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

住
宅
宅
地
債
券
（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
住
宅
宅
地
債
券
に
あ
つ
て
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
十
六
号
）
第
七
条
の
十
六
第
三
号
に
規
定
す
る
団
体
が
引
き
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
発
行
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
区
分
所
有
者
団
体
引
受
住
宅
宅
地
債
券
」
と
い
う
。
）
は
、
利
札
付
き
と
す
る
。

３

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
住
宅
宅
地
債
券
（
区
分
所
有
者
団
体
引
受
住
宅
宅
地
債
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は

、
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
住
宅
金
融
公
庫
法
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
」
を
「
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
団
体
」
に
改
め
、
「
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
」

の
下
に
「
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
項
の
表
第
一
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
一
条
第
三
項

除
く
。
）

除
く
。
）
及
び
都
市
再
生
機
構
宅
地
債
券

附
則
第
二
項
の
表
第
一
条
第
三
項
、
第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
第
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
六



条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第

八
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
第
一
条
第
三
項
、
」
を
削
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
十
五
第
二
項
中
「
住
宅
金
融
公
庫
法
第
二
十
七
条
の
三
第
四
項
」
を
「
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地

の
供
給
体
制
の
整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
四
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

新
住
宅
市
街
地
開
発
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
住
宅
金
融
公
庫
住
宅
宅
地
債
券
又
は
」
を
削
り
、
「
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
。
」
を
「
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

（
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
一
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
三
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
一
条
の
六
を
削
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
八
条
第
七
項
」
を
「
第
八
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
同
条
第
一
項
」

を
「
同
項
」
に
改
め
、
「
（
住
宅
積
立
郵
便
貯
金
の
預
金
者
又
は
住
宅
を
必
要
と
す
る
住
宅
宅
地
債
券
引
受
者
に
対
す
る
貸

付
金
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
金
額
）
」
を
削
る
。

附
則
第
四
項
を
削
り
、
附
則
第
五
項
を
附
則
第
四
項
と
す
る
。

（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
三
十
九
条
の
三
中
「
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
が
、
」
の
下
に
「
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
体
制
の

整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
（
住
宅



宅
地
債
券
の
発
行
）
若
し
く
は
同
法
第
二
条
（
住
宅
金
融
公
庫
法
の
一
部
改
正
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
る
。

（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
中
「
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
住
宅
金
融
公
庫
法
第
二
十
二
条
の
二
」
を
削
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り

、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
住
宅
金
融
公
庫
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
」
を
「
の
規
定
及
び
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
住
宅
金
融
公
庫
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
に
改
め
、
同
項

の
表
第
三
十
五
条
の
二
第
四
項
の
項
を
削
り
、
第
十
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

５

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
住
宅
金
融
公
庫
法
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
基
準
に
お
い
て
は
、
住
宅
、
土
地
又
は
借
地

権
の
譲
受
人
の
選
定
方
法
に
関
し
、
一
定
の
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
住
宅
宅
地
債
券
を
引
き
受
け
た
者
（
そ
の
相
続
人

を
含
む
。
）
で
、
当
該
住
宅
、
土
地
又
は
借
地
権
の
譲
受
け
の
申
込
み
の
際
現
に
そ
の
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
住
宅
宅

地
債
券
の
一
定
割
合
以
上
を
所
有
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
特
別
の
定
め
を
す
る
も
の
と
す
る
。



第
十
二
条
中
「
第
十
条
第
五
項
」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
体
制
の
整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
八
月
一
日

）
か
ら
施
行
す
る
。

（
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
及
び
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

整
備
法
附
則
第
二
条
の
預
金
者
又
は
整
備
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
者
に
対
す
る
貸
付
金
の
金
額
の
限
度
に
つ
い
て

は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
並
び
に
附
則

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
令
第
一
条
の

三
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
債
券
の
う
ち



、
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
三

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
発
行
さ
れ
た
住
宅
金
融
公
庫
住
宅
宅
地
債
券
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
庫
の
国
庫
納
付
金
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

公
庫
の
国
庫
納
付
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
第
十
七
条
の
七
」
を
「
第
十
七
条
の
六
」
に
改
め
る
。



理

由

公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
体
制
の
整
備
の
た
め
の
公
営
住
宅
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

に
伴
い
、
住
宅
積
立
郵
便
貯
金
の
預
金
者
及
び
住
宅
金
融
公
庫
住
宅
宅
地
債
券
を
引
き
受
け
た
者
に
係
る
住
宅
金
融
公
庫
の
貸

付
金
の
金
額
の
限
度
の
特
例
を
廃
止
す
る
等
関
係
政
令
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


